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INFORMATION INFORMATION
　

菊
池
市
視
覚
障
害
者
協
会
で
は
毎

年
、
熊
本
県
視
覚
障
害
者
福
祉
連
合

会
な
ど
と
、
歩
こ
う
会
や
カ
ラ
オ
ケ
、

研
修
な
ど
の
行
事
を
し
な
が
ら
親
睦

を
深
め
て
い
ま
す
。

　

次
の
と
お
り
総
会
を
し
ま
す
の
で
、

多
数
の
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

○
と　

き　

５
月
８
日
（
日
）

　

・
午
前
９
時　

受
付

　

・
午
前
10
時　

開
会

○
と
こ
ろ

　

菊
池
市
中
央
公
民
館
２
階

○
年
会
費　

２
、
０
０
０
円

問
い
合
わ
せ
先

菊
池
市
視
覚
障
害
者
協
会
々
長

　

元
田
隆
博　

1
（
25
）
１
６
２
９

 

菊
池
市
で
は
男
女
共
同
参
画
社
会

の
実
現
を
目
指
し
、
男
女
共
同
参
画

専
門
委
員
が
市
民
の
皆
さ
ん
な
ど
か

ら
の
苦
情
や
相
談
の
申
し
出
を
調
査

し
、
専
門
家
の
立
場
で
対
応
す
る
相

談
室
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
、
相
談
は
無

料
で
す
。
た
だ
し
予
約
が
必
要
で
す
。

と　

き

・
偶
数
月　

第
３
金
曜
日

　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

・
奇
数
月　

第
３
木
曜
日

　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

と
こ
ろ　

菊
池
市
文
化
会
館
２
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
３
練
習
室

申
し
出
が
で
き
る
人

　

菊
池
市
内
に
住
所
を
有
す
る
か
、

勤
務
・
在
学
す
る
人

申
し
出
の
方
法

　

申
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て

「
男
女
共
同
参
画
推
進
室
内
男
女
共

同
参
画
専
門
委
員
宛
」
に
提
出
く
だ

さ
い
。
申
出
書
は
男
女
共
同
参
画
推

進
室
に
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
電
話
を

く
だ
さ
い
。
詳
し
く
説
明
し
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
専
門
委
員

偶
数
月
担
当

　

矢
野
昌
文
（
弁
護
士
）

奇
数
月
担
当

竹
下
元
子
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ウ
ィ
メ

ン
ズ
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム

熊
本
代
表
）

申
し
出
の
事
例

苦
情

・
市
の
男
女
共
同
参
画
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
、
意
見
や
要
望
が
あ
る

・
市
が
行
っ
て
い
る
こ
と
で
、
男
女

共
同
参
画
の
推
進
を
阻
ん
で
い
る

と
思
う
こ
と
が
あ
る
の
で
改
善
を

求
め
た
い
。

相
談

・
夫
や
妻
な
ど
親
密
な
関
係
に
あ

る
人
か
ら
の
暴
力
や
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
性
別
に
よ

る
不
当
な
差
別
や
嫌
が
ら
せ
を
受

け
て
い
て
、
相
手
に
改
善
を
求
め

た
い
。

※
た
だ
し
、
判
決
や
裁
判
に
よ
り
確

定
ま
た
は
係
争
中
の
事
案
な
ど
は

調
査
し
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
・
予
約
先

男
女
共
同
参
画
推
進
室

Ｅ
メ
ー
ル

d
a
n
jo
@
c
ity
.k
ik
u
c
h
i.

ku
m
a
m
o
to
.jp

自衛官募集案内
募集種目 受付期間 試験日 受験資格

一般・技術幹部候補生 ４月４日（月）～
５月13日（金）

１次：５月21日（土）
　　　～22日（日）
（22日は飛行要員のみ）
２次：６月21日（火）
　　　～23日（木）
３次：７月23日（土）
　　　～８月４日（木）
（海・空飛行要員のみ）

20歳以上26歳未満の者
（22歳未満の者は大卒見込含）

歯科・薬剤幹部候補生 ４月４日（月）～
５月13日（金）

１次：５月21日（土）
２次：６月21日（火）
　　　～23日（木）

専門の大卒（見込含）
20歳以上30歳未満の者
（薬剤は26歳未満の者）

技術海上幹部 ５月９日（月）～
５月27日（金）

試 験 日：７月５日（火）
合格発表：８月29日（月） 大卒38歳未満の者

医科・歯科・幹部自衛官 ４月４日（月）～
５月13日（金） ５月26日（木） 医師・歯科医師の免許取得者

技術海曹
免許の部

５月９日（月）～
５月27日（金） ７月４日（月）

20歳以上の者で国家免許資格取得者
等

大学・短大・
高専卒の部

20歳以上の者で大学・短大・高専卒
（見込含）の者

問い合わせ・申し込み先　　　自衛隊熊本地方連絡部　菊池分駐所　1（24）2772

菊
池
市
視
覚
障
害
者
協
会
定
期

総
会
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
苦
情
や

相
談
に
専
門
員
が
対
応
し
ま
す

　

文
化
会
館
で
は
、
新
市
誕
生
を
祝

う
自
主
文
化
事
業
を
、
菊
池
市
に
南

北
朝
時
代
か
ら
伝
わ
る
６
５
０
年
の

歴
史
を
持
つ
国
指
定
重
要
無
形
民

俗
文
化
財
の
保
存
団
体
「
御お

ん
ま
つ
ば
や
し

松
囃
子

御お
の
う
ほ
ぞ
ん
か
い

能
保
存
会
」
と
共
催
し
て
、
和
泉

流
狂
言
師
野
村
家
の
「
親
子
三
代
狂

言
披
露
公
演
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

野
村
又
三
郎
家
は
、
菊
池
市
の
狂

言
に
と
て
も
関
係
が
深
く
、
江
戸
時

代
10
世
の
野
村
又
三
郎
が
肥
後
細
川

藩
の
お
抱
え
狂
言
師
で
あ
っ
た
当
時
、

菊
池
の
狂
言
師
に
も
指
導
さ
れ
て
い

た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
に
は
師
が
書
か
れ
た
免
状
が

菊
池
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
古

の
縁
が
き
っ
か
け
で
、
12
世
野
村
又

三
郎
師
（
名
古
屋
市
）
が
、
菊
池
に

狂
言
指
導
に
来
ら
れ
今
年
で
20
年
に

な
り
ま
す
。

　

菊
池
で
は
昔
か
ら
狂
言
が
伝
え
ら

れ
て
お
り
、
松
囃
子
能
保
存
会
の
狂

言
方
と
し
て
菊
池
神
社
秋
季
大
祭
時

に
奉
納
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
年
は
野
村
師
芸
歴
80
年

の
記
念
す
べ
き
年
で
も
あ
り
ま
す
。

孫
の
信
朗
く
ん
（
４
歳
）
も
初
舞
台

で
、
名
古
屋
市
立
能
楽
堂
を
皮
切
り

に
、
東
京
国
立
能
楽
堂
、
そ
し
て
菊

池
で
公
演
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

日
本
の
狂
言
会
を
代
表
す
る
野
村

又
三
郎
家
の
高
度
な
芸
術
を
鑑
賞
す

る
こ
と
で
、
伝
統
文
化
の
生
命
力
と

息
吹
を
感
じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

な
お
、
師
か
ら
指
導
を
受
け
て
い

る
「
狂
言
み
の
る
会
」
も
参
加
し
、

狂
言
づ
く
し
の
会
が
演
じ
ら
れ
ま
す
。

笑
い
の
原
点
と
い
わ
れ
る
日
本
の
伝

統
芸
能
「
狂
言
」
を
ぜ
ひ
ご
鑑
賞
く

だ
さ
い
。

番
組「

靫
う
つ
ぼ
ざ
る猿
」・「
宝

た
か
ら

の
笠か

さ

」・「
棒

ぼ
う
し
ば
り縛
」・

「
二に

に
ん
は
か
ま

人
袴
」

と　

き　

５
月
29
日
（
日
）

　

・
開
場　

午
後
１
時

　

・
開
演　

午
後
１
時
30
分

と
こ
ろ

　

菊
池
市
文
化
会
館
大
ホ
ー
ル

入
場
料

　

・
大
人　
　
　
　

２
、０
０
０
円

　

・
中
学
生
以
下　

１
、０
０
０
円

問
い
合
わ
せ
先　

菊
池
市
文
化
会
館

　
　
　
　
　
　

1
（
24
）
１
１
０
１

狂
言
狂
言

文
化
会
館
自
主
文
化
事
業

野
村
又
三
郎
来
菊
20
周
年
記
念

野
村
家
三
代
披
露
公
演

苦情処理の流れ

市民・事業者

男 女 共 同 参 画 専 門 員

改善の
要望等

改善の
報　告 報告 改善の

要望等

市の機関 市　長 相手方

　各区や子ども会、老人会などが行うボランティア活
動やスポーツ活動などは地域社会の発展や住民福祉の
向上に大きな役割を果たしています。でも、そんな活
動中に事故が起きたら・・・。
　菊池市には、市民の皆さんが安心して区の活動や市
の行事に参加できるように「コミュニティ活動災害保
障保険」があります。

対象になる活動
　菊池市内に活動の拠点を置き、５人以上の市民で組
織された市民団体や、個人が本来の仕事を離れて行う、
継続的、計画的な公益性のある市民活動中の事故が対
象です。
具体的には
地域社会活動
区の活動、運動会、祭り、清掃美化活動など
青少年育成活動
子ども会の諸活動、非行防止のパトロールなど
社会福祉奉仕活動
社会福祉施設援護活動、在宅老人･身障者等のホーム
ヘルプなど
社会教育活動
青年団、婦人会、ＰＴＡ（ただし、学校管理下中は
除く）、公民館でのスポーツ・レクリエーション活
動など
社会体育活動
野球チームなどの有志によるスポーツ活動
市主催事業への参加、手伝い
市民体育大会や一日一汗運動への参加など
保障の内容
・市民団体がコミュニティー活動中にその団体の指導
者･責任者などの過失で参加者や第三者にケガをさせ

たり、財物に損害を与え法律上の賠償責任を負ったり
した場合
・指導者や参加者自身が急激かつ偶然な外来の事故で死
亡したり、後遺障害を被ったり、入院・通院治療を要
するケガをしたりした場合の傷害事故
賠償責任保険
・身体賠償　最高　１人6,000万円　１事故３億円
・財物賠償　最高　１事故300万円
傷害保険
・死亡保険金　１人1,000万円（限度額）
・後遺障害保険金　１人1,000万円～30万円（程度による）
・入院保険金　１人１日3,000円（初日から180日限度）
・通院保険金　１人１日2,000円（初日から90日限度）
対象にならない事故
・山岳登はん、スカイダイビングなど危険を伴うスポーツ
・指導者や参加者の故意による事故
・地震、噴火、洪水などの自然災害によるものなど
保険の申し込みは必要ありません
　コミュニティ活動をしている皆さんを被保険者として、
市が保険会社と保険契約を結んでいます。この保険の申
し込みや登録などの手続きは必要ありません。
もし事故が発生したら
　コミュニティー活動中に事故が発生したときは、すぐに
団体の責任者を通じて次のところまで連絡してください。
問い合わせ・連絡先
本　庁
・菊池市役所総務課　　　　1（25）1111内線1271
総合支所
・菊池総合支所総務振興課　1（25）1111内線1162
・七城総合支所総務振興課　1（25）1000
・旭志総合支所総務振興課　1（37）3111
・泗水総合支所総務振興課　1（38）2111

ボランティア活動などを保障　～コミュニティ活動災害保障保険～

と　き　４月23日（土）～５月８日（日）
　　　　※26日は休館日
ところ　菊池夢美術館
問い合わせ先
　菊池夢美術館　1（23）1155


